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○農地法施行細則 

平成二十一年十二月十五日 

山口県規則第七十八号 

農地法施行細則をここに公布する。 

農地法施行細則 

（趣旨） 

第一条 この規則は、農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号。以下「法」という。）の

施行について、農地法施行令（昭和二十七年政令第四百四十五号。以下「政令」という。）

及び農地法施行規則（昭和二十七年農林省令第七十九号。以下「省令」という。）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

第二条及び第三条 削除 

（平二四規則一） 

（農地の転用の許可の申請） 

第四条 法第四条第二項の申請書は、農地転用許可申請書（別記第六号様式）によらなけれ

ばならない。 

２ 前項の申請書には、省令第三十条各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。 

一 付近見取図 

二 公図の写し 

三 事業計画書（別記第七号様式） 

四 資金計画書（別記第八号様式） 

五 被害防除計画書（別記第九号様式） 

六 一時的な利用に供するために転用しようとする場合にあっては、原状回復誓約書（別

記第十号様式） 

（平二四規則一・平二八規則二九・一部改正） 

（農地等の転用のための権利移動の許可の申請） 

第五条 法第五条第三項において準用する法第四条第二項の申請書は、農地等の転用のため

の権利移動許可申請書（別記第十一号様式）によらなければならない。 

２ 前項の申請書には、省令第五十七条の二第二項各号に掲げる書類のほか、前条第二項各

号に掲げる書類を添付しなければならない。 

（平二八規則二九・一部改正） 
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（事業計画の変更の承認の申請） 

第六条 法第四条第一項又は法第五条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る事業の計

画を変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画変更承認申請書（別記第十二号様式）

を知事に提出してその承認を受けなければならない。 

（許可の取消しの申請） 

第七条 法第四条第一項又は法第五条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る事業の全

部又は一部を廃止したときは、許可取消申請書（別記第十三号様式）を知事に提出して当

該許可の取消しを受けなければならない。 

（事業の進ちょく状況の報告） 

第八条 法第四条第一項又は法第五条第一項の許可（知事が別に定める軽微な事業に係るも

のを除く。次条において同じ。）を受けた者は、当該許可に係る事業の進ちょく状況を知

事が別に定める日までに事業進ちょく状況報告書（別記第十四号様式）により知事に報告

しなければならない。 

（事業の完了の報告） 

第九条 法第四条第一項又は法第五条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る事業を完

了したときは、遅滞なくその旨を事業完了報告書（別記第十四号様式）により知事に報告

しなければならない。 

（農地等の賃貸借の解約等の許可の申請） 

第十条 政令第二十条第一項の申請書は、農地等賃貸借解約等許可申請書（別記第十五号様

式）によらなければならない。 

２ 前項の申請書には、省令第六十四条第三項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を

添付しなければならない。 

一 位置図 

二 付近見取図 

三 公図の写し 

四 申請に係る農地又は採草放牧地の賃貸借契約書の写し 

（平二八規則二九・一部改正） 

（身分証明書の様式） 

第十一条 法第四十九条第二項の身分を示す証明書は、別記第十六号様式による。 

（書類の経由） 

第十二条 法、政令、省令又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、正副二通とし、
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当該土地の属する区域を管轄する農業委員会を経由して提出しなければならない。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二四年規則第一号） 

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 

附 則（平成二八年規則第二九号） 

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 

附 則（令和元年規則第二号） 

この規則は、令和元年七月一日から施行する。 

附 則（令和三年規則第三一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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別記第１号様式から第５号様式まで 削除 

（平24規則１） 

第６号様式（第４条関係） 

（令元規則２・令３規則31・一部改正） 

第７号様式（その１）（第４条、第５条関係） 

（令元規則２・一部改正） 

第７号様式（その２）（第４条、第５条関係） 

（令元規則２・一部改正） 

第７号様式（その３）（第４条、第５条関係） 

（令元規則２・令３規則31・一部改正） 

第７号様式（その４）（第４条、第５条関係） 

（令元規則２・令３規則31・一部改正） 

第８号様式（第４条、第５条関係） 

（平28規則29・令元規則２・一部改正） 

第９号様式（第４条、第５条関係） 

（令元規則２・一部改正） 

第10号様式（第４条、第５条関係） 

（令元規則２・令３規則31・一部改正） 

第11号様式（第５条関係） 

（令元規則２・令３規則31・一部改正） 

第12号様式（第６条関係） 

（令元規則２・令３規則31・一部改正） 

第13号様式（第７条関係） 

（令元規則２・令３規則31・一部改正） 

第14号様式（第８条、第９条関係） 

（令元規則２・令３規則31・一部改正） 

第15号様式（第10条関係） 

（令元規則２・令３規則31・一部改正） 

第16号様式（第11条関係） 

 


